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表紙

●　事業報告
業務の適正を確保するための体制
及び当該体制の運用状況の概要

●　連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

●　計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

株式会社 Ｓ Ｈ Ｏ Ｅ Ｉ

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第6９期定時株主総会招集ご通知に際しての
電 子 提 供 措 置 事 項

（2024年10月１日から2025年９月30日まで）
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会で
決議しております。概要並びに当事業年度に実施した当社グループにおける運用状況の概要
は、以下の通りであります。

１　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制について
〔体制〕
(1) 本体制の基礎として、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス体制の整

備及び維持管理を図るとともに全役職員へコンプライアンス意識の周知徹底を図りま
す。

(2) 社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・向
上を図ります。

(3) 監査役は、独立した立場から、「業務の適正を確保するための体制」の整備状況を含
め、取締役の職務執行を監査します。

(4) 独立した組織として設置している「内部監査室」は、「業務の適正を確保するための体
制」のモニタリングをし、必要に応じて、その改善を促します。

(5) 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を
発見した場合には直ちに社外取締役並びに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会
議において報告し、それらへの対応を迅速に行います。

(6) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「コ
ンプライアンス規程」の中に社内通報に関する体制を規定することにより、当社におけ
る法令等違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。

(7) 社外取締役並びに監査役は、当社の法令順守体制及び内部者通報体制の運用に問題があ
ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。

(8) 情報セキュリティが確保されたIT環境を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と
伝達に資するとともに、業務の効率化を図ります。

(9) 取締役及び使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともにこのような団体・
個人とは一切の関係を持たず、その不当要求に対しては組織的な対応を行い、毅然とし
た姿勢で対応します。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

〔運用状況の概要〕
(1) 経営会議や各種会議体をはじめ社内掲示板等を利用し、全役職員へコンプライアンス意

識の周知徹底を図っております。
(2) 取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外取締役２名以上の体制とし

ております。
(3) 監査役は、監査役監査及び取締役会、経営会議に出席し独立した立場から、「業務の適

正を確保するための体制」の整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査していま
す。

(4) 独立した組織として設置している社長直属の「内部監査室」は、「業務の適正を確保す
るための体制」を阻害するリスクをモニタリングし、リスクありと判断した場合には必
要に応じてその改善を促しております。

(5) 当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場
合には「コンプライアンス規程」に従い直ちに報告しております。

(6) 法令及びその他のコンプライアンス違反に関する事実を知った場合は、「コンプライア
ンス規程」に従い社内通報が行われております。

(7) 社外取締役並びに監査役は、当社の法令順守体制及び内部者通報体制の運用に問題があ
ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策を求めております。

(8) 情報セキュリティにより保護されたIT環境を利用して、正確かつ効率的な情報伝達を行
っております。

(9) 取締役及び使用人は、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対して
は、直ちに対応部署に報告・相談しております。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
〔体制〕
(1) 取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他

の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びコンプライアンス・リスクに関する情報
（電磁的情報を含みます）を記録・保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整
備します。

(2) 文書（電磁的情報を含みます）の保存・管理について定めた規程等を整備し、文書管理
の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法等の周知徹底に努め、保存・管理状況
を定期的にモニタリングします。

－ 2 －
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(3) 会社の重要な情報の開示に関連するルールを明文化し、法令等及び取引所の諸規則等の
要求に従い開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制を整備します。

〔運用状況の概要〕
(1) 取締役の職務執行に係る会議体資料や議事録等の情報は、文書管理規程及び法令に基づ

き適切に保存及び管理しております。
(2) 文書（電磁的情報を含みます）の保存・管理について定めた規程等が整備され、保存・

管理状況は定期的にモニタリングしております。
(3) 重要情報の開示は当社関係規程、法令及び証券取引所の諸規則等に従い開示しておりま

す。

３　リスクの管理に関する規程その他の体制について
〔体制〕
(1) リスク管理体制の構築のため「リスク管理規程」を制定し、個々のリスクに対する会社

の対応方法を定め、損害の拡大防止を図る体制を整備します。
(2) 取締役は、当社を取り巻く事業運営に関わるリスクについて「リスク管理規程」に基づ

き、毎事業年度評価を行うとともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を
講じ、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じます。

(3) 取締役は、大規模災害や感染症の流行等の会社事業運営に著しい損害を及ぼす事態の発
生を想定し、自然災害等の対策計画を策定するとともにその計画を毎事業年度モニタリ
ングします。

〔運用状況の概要〕
(1) 「リスク管理規程」に従い個々のリスクに対する会社の対応方法を定め、損害の拡大防

止を図る体制を整備しています。
(2) 「リスク管理規程」に従い、当社を取り巻くリスクについて、毎事業年度評価を行うと

ともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じております。
(3) 大規模災害や感染症の流行等の事業運営に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、そ

の対策について経営会議等で審議しております。

－ 3 －
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４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 本体制の基礎としての社外取締役を含む取締役会を、適時適切に開催します。また、事

業運営に係る重要事項については、当社事業の各現業を把握した経営幹部（当社におい
ては「執行役員以上」をいいます。）並びに幹部社員によって構成される経営会議にお
いて議論を行い、その後行われる取締役会の審議を経て業務の執行を決定します。

(2) 取締役会の決定に基づく業務の執行については、「組織管理規程」に定めるところによ
り、組織間の適切な役割分担と連携を確保します。

〔運用状況の概要〕
(1) 事業運営に係る重要事項については、取締役及び業務執行を担当する経営幹部によって

構成される経営会議において、現場からの的確な情報に基づき経営方針を議論し、その
後行われる取締役会の審議を経て業務執行を決定しています。

(2) 取締役会での決定後、「組織管理規程」に従い業務が分掌され、権限が付与されて業務
の執行を行っております。

５　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
〔体制〕
(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に定める本社への

承認申請・報告制度の徹底を図るとともに、必要に応じてモニタリングを行います。
(2) 取締役は、子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見

した場合には直ちに社外取締役並びに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会議に
おいて報告し、それらへの対応を迅速に行います。

(3) 本社経理部門長を推進責任者とした財務報告に係る内部統制推進体制を設置し、取締役
会で承認を受けた「財務報告に係る内部統制の構築および評価の基本方針書」に基づ
き、当社及び子会社各社の財務報告の信頼性の確保のための体制を整備します。なお、
推進責任者はその評価結果・改善結果を、定期的に取締役会に報告します。

(4) 本社は、子会社の独立性を尊重しつつ、また海外においては当該国の法令・慣習等の違
い等も勘案し、当社及び子会社から成る企業集団における「業務の適正を確保するため
の体制」を踏まえて「SHOEI　行動指針」の子会社への周知徹底に努めます。

－ 4 －
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(5) 子会社各社は、自社を取り巻く事業運営に関わるリスクについて、親会社の代表取締役
社長が承認した「財務報告に係る内部統制報告基本計画書」に基づき定期的に評価を行
うとともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じます。

(6) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、直ちに本社の監査役に報告するとともに、遅滞
なく当該子会社の社長にも報告する体制の適切な維持を図ります。

〔運用状況の概要〕
(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に定める本社への

承認申請・報告制度の徹底を図るとともに、必要に応じてモニタリングを行っておりま
す。

(2) 子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に
は、直ちに本社の内部監査室に報告しています。また、内部監査室は、社長、社外取締
役並びに監査役に報告し対応を審議しております。

(3) 当社及び子会社各社の効率的な業務執行並びに財務報告の信頼性の確保のための体制を
整備し、定期的にモニタリングを実施しております。また、推進責任者はその評価結
果・改善結果を、定期的に取締役会に報告しております。

(4) 本社は、子会社の独立性を尊重しつつ、当該国の法令・慣習等の違い等も勘案し、当社
及び子会社から成る企業集団における「業務の適正を確保するための体制」を踏まえて
「SHOEI　行動指針」の子会社への周知徹底を図っております。

(5) 「リスク管理規程」に従い、子会社を取り巻くリスクについて、毎事業年度評価を行う
とともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じております。

(6) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、直ちに本社の監査役に報告するとともに、遅滞
なく当該子会社の社長にも報告しております。

－ 5 －
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６　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に関する事項、監査役の職務
を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項について
〔体制〕
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「監査役補助者」という。）を置いた場合に

は、監査役補助者の人事評価は監査役が行います。また、監査役補助者の任命、解任、
人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前同意を必要とします。

(2) 監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有しま
す。また、法務部門、リスク管理部門、財務経理部門及び内部監査部門等は、監査役の
求めにより監査役の監査に必要な調査を補助します。

〔運用状況の概要〕
(1) 現在、監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「監査役補助者」という。）を置いて

おりませんが、監査役補助者を置いた場合には、監査役補助者の人事評価は監査役が行
います。また、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役
会の事前同意で実施いたします。

(2) 監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有して
おります。また、関係部署は、監査役の求めにより監査に必要な調査に協力しておりま
す。

７　監査役への報告に関する体制及びその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について監査役に報

告します。また、監査役はいつでも当該事項に関しては、必要に応じて取締役及び使用
人に報告を求めます。

(2) 「コンプライアンス規程」の順守により、法令違反その他のコンプライアンス上の重要
事項についての監査役への報告体制の適切な維持を図ります。

(3) 子会社は、親会社の代表取締役社長が承認した「財務報告に係る内部統制報告基本計画
書」に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項についての本社の監査
部門への報告体制の適切な維持を図ります。

－ 6 －
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(4) 「コンプライアンス規程」の順守により、法令違反その他のコンプライアンス上の重要
事項について報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
体制を確保します。

〔運用状況の概要〕
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について監査役に報

告しています。また、監査役はいつでも当該事項に関しては、必要に応じて取締役及び
使用人に報告を求めております。

(2) 「コンプライアンス規程」及び関係規程に従い、法令違反その他のコンプライアンス上
の重要事項についての監査役への報告が適切に行われております。

(3) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、直ちに本社の内部監査室に報告しております。

(4) 「コンプライアンス規程」に従い、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項に
ついて報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を
確保しております。

８　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
〔体制〕
(1) 監査役の職務の執行について生ずる費用等は、当該監査役の職務の執行に必要でないと

認められた場合を除き、その費用等を負担します。
(2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎事業年度、予算を設けま

す。

〔運用状況の概要〕
監査役の職務の執行に必要となる費用については、監査計画を踏まえ、通常の会社手続
の中で予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった事由のために必要とな
った費用についても、当社が負担しております。
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

９　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持ちます。
(2) 業務執行取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役及び

使用人等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力します。
(3) 業務執行取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、公認

会計士、弁護士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。
(4) 代表取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、内部監査

室との連携を図れる環境を整備します。

〔運用状況の概要〕
(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合の機会を設けており

ます。
(2) 監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役及び使用人等との意思疎

通、情報の収集・交換が適切に行えるようにしております。
(3) 監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、公認会計士、弁護士等の

外部専門家との連携を図れる環境を提供しております。
(4) 監査役の職務の遂行にあたり、監査役と会計監査人及び内部監査室による情報交換の機

会を設けております。
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連結株主資本等変動計算書

（自　2024年10月 1 日
至　2025年 9 月30日）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,421,929 418,773 29,070,594 △2,301,636 28,609,660
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,678,078 △3,678,078
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,318,367 6,318,367

自 己 株 式 の 処 分 3,306 68,816 72,123
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 3,306 2,640,289 68,816 2,712,412
当 期 末 残 高 1,421,929 422,079 31,710,883 △2,232,820 31,322,072

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持 分 純資産合計繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当 期 首 残 高 1,382 971,000 △49,213 923,169 12,963 29,545,793
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,678,078
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,318,367

自 己 株 式 の 処 分 72,123
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △1,382 △108,242 87,838 △21,787 △679 △22,466

当 期 変 動 額 合 計 △1,382 △108,242 87,838 △21,787 △679 2,689,945
当 期 末 残 高 ― 862,757 38,625 901,382 12,283 32,235,738

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

イ. デリバティブの評価基準 時価法によっております。

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項
　　全ての子会社を連結しております。

・連結子会社の数 ７社
・連結子会社の名称 SHOEI (EUROPA) GMBH

SHOEI DISTRIBUTION GMBH
SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL
SHOEI ITALIA S.R.L.
SHOEI ASIA CO.,LTD.
首維(上海)摩托車用品有限公司
株式会社SHOEI SALES JAPAN

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、SHOEI (EUROPA) GMBH、SHOEI DISTRIBUTION GMBH、SHOEI EUROPE 
DISTRIBUTION SARL、SHOEI ITALIA S.R.L.、SHOEI ASIA CO.,LTD.の事業年度の末日は、６月30日で
あります。なお、連結計算書類の作成にあたっては、決算日の差異が３ヶ月を超えないため、連結子会社の
事業年度に係る計算書類を基礎として連結しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は連結上必要な調整を行っております。
　首維(上海)摩托車用品有限公司の事業年度の末日は、12月31日であります。連結計算書類の作成にあた
っては、連結決算日に仮決算を実施しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品及び製品　　 当社及び国内連結子会社は総平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しており
ます。在外連結子会社は主に移動平均法による低価法によっておりま
す。

・仕掛品、原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切り下げの方法）により算定しております。
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連結注記表

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産(リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法）によっております。

在外連結子会社
定額法によっております。

ロ. 無形固定資産　 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、
社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

ハ. リース資産　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ニ. 使用権資産　　 一部の在外連結子会社は、国際財務報告基準16号「リース」(以下
「IFRS16号」という。)を適用しております。IFRS16号により、リース
の借手については、原則としてすべてのリース取引を使用権資産として
計上しており、減価償却方法は定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 当社及び国内連結子会社は債権の貸倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。また、在
外連結子会社については個別債権の回収可能性を勘案した所要見積額を
計上しております。

ロ. 賞与引当金 当社は従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会
計年度に負担すべき額を計上しております。
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連結注記表

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ. 退職給付見込額の 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

期間帰属方法 の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。

ロ. 数理計算上の差異及び 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員
過去勤務費用の費用処理 の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌連
方法 結会計年度から費用処理する方法を採用しております。過去勤務費用に

ついては、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10年)による定額法により、発生連結会計年度から費用処理する方
法を採用しております。未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費
用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利
益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

ハ. 退職給付における簡便法 当社の一部の従業員に対する追加の退職金制度及び一部の連結子会社に
ついては、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を
採用しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業
における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
ヘルメット関連事業においては、主に乗車用ヘルメット、ヘルメット関
連製品等の製造及び販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて製
品を引き渡す義務を負っております。国内の販売については、出荷時か
ら当該製品に対する支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
であるため、顧客へ製品を出荷した時点で収益を認識しております。海
外の販売については、貿易条件に基づき製品の船積み時点において当該
製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、船
積み時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、値引き及び
リベート等を控除した金額で測定しております。対価は主に受注時から
履行義務を充足するまでの期間内に前受金として受領、又は、履行義務
充足後1年以内に受領し、重要な金融要素は含まれておりません。
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連結注記表

当連結会計年度

商品及び製品 2,765,203千円

当連結会計年度

退職給付に係る負債 187,278千円

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段･･･為替予約

ヘッジ対象･･･売掛金、予定取引
ハ. ヘッジ方針 外貨建資産・負債の保有に係る為替変動リスクの低減のため、「リスク

管理方針」に基づくリスク極度額以内でヘッジ取引を実行しておりま
す。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法 時価との比較分析により、連結会計年度末にその有効性評価を行ってお
ります。

２．会計上の見積りに関する注記
１．商品及び製品の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　商品及び製品は、主に高級二輪乗車用ヘルメットです。これらは取得価額をもって連結貸借対照表価額と
しております。期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には正味売却価額をもって連
結貸借対照表価額とし、また、営業循環過程から外れた滞留等の製品について一定の回転期間を超える場合
には、帳簿価額を切り下げております。
　なお、見積りは当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づき見積もっております。経営環境の変化に
より市場における需要が当社の見積りより悪化した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において追加
の損失が発生する可能性があります。

　２．退職給付に係る負債
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、従業員の退職給付に備えるため、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており、当連
結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき退職給付に係る負債を計上しております。退職給
付債務及び年金資産は、割引率、退職率、昇給率、死亡率、長期期待運用収益率等の数理計算上の仮定に基
づいて算出されております。
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連結注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 13,308,911千円

　当社の割引率の決定には、主としてイールドカーブ等価アプローチを採用しております。具体的には、予
想支払年度に該当する国債イールドカーブ上の利回りを各年度の退職給付見込額(過去期間分)にそれぞれ割
り当て、割引現在価値を計算した結果を合計することにより算定した退職給付債務と、単一の割引率により
割引現在価値計算をした退職給付債務が等しい結果となる単一の割引率を加重平均割引率として決定してお
ります。また、長期期待運用収益率は、主として年金資産の過去の運用実績と将来収益に対する予測を評価
することにより決定しております。
　したがって、これらの前提条件と実際の結果との間に差異が生じた場合、または前提条件が変更された場
合には、翌連結会計年度の連結計算書類において、退職給付に係る負債や退職給付費用の金額に影響を与え
る可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

(2) 当座貸越契約
　当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結して
おります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

当座貸越極度額 1,500,000千円
借入実行残高 　　 　 ー千円

差引額 1,500,000千円
(3)  契約負債

　流動負債のその他のうち、契約負債である前受金の金額は次の通りです。
前受金 1,186,247千円

４. 連結損益計算書に関する注記
　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
　顧客との契約から生じる収益の金額は、連結計算書類「連結注記表7.収益認識に関する注記(1)顧客との契
約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
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連結注記表

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 53,713千株 ー千株 ー千株 53,713千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,169千株 1千株 35千株 1,136千株

イ. 2024年12月25日開催の第68期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 3,678,078千円
・１株当たり配当金額 70円
・基準日 2024年９月30日
・効力発生日 2024年12月26日

ロ. 2025年12月24日開催予定の第69期定時株主総会決議予定による配当に関する事項
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 3,154,642千円
・１株当たり配当金額 60円
・基準日 2025年９月30日
・効力発生日 2025年12月25日

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）１．2024年12月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分を行うこ
とについて決議し、2025年１月20日に自己株式20,600株を処分いたしました。

２．2025年７月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分を行うこ
とについて決議し、2025年９月25日に自己株式14,400株を処分いたしました。

３．その他の自己株式数の増加は、従業員に対する譲渡制限付株式報酬の一部失権に伴う自己株式の無
償取得による増加分1,600株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

－ 15 －



2025/11/14 18:20:13 / 25267125_株式会社ＳＨＯＥＩ_招集通知

連結注記表

６. 金融商品に関する注記
(1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については元本割れのリスクのない短期的な預金等に限定し、また資金調達

については、設備投資計画等に照らして、必要な資金を主に内部資金または銀行短期借入により調達して
おります。デリバティブは、外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するために、債権債務残高及び実需
の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされており、当該リスクに関しては、

取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制とし
ております。またグローバルに事業を展開していることから生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リス
クにさらされておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。

営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の
輸入に伴う外貨建のものがあり、為替リスクにさらされておりますが、基本的に同じ外貨建の売掛金残高
の範囲内にあります。

デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした
先物為替予約取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効
性の評価方法等については、１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の「(3)会計方針に関
する事項　⑥重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表
計　　上　　額 時 価 差 額

リース債務(※2) 467,193 473,509 6,315

負債計 467,193 473,509 6,315

デリバティブ取引(※3) △11,215 △11,215 －

(2）金融商品の時価等に関する事項
　2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りでありま
す。

(単位:千円)

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、現
金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注
記を省略しております。

(※2)リース債務には１年以内返済予定の金額を含んでおります。
(※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れに属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引
　通貨関連 － △11,215 － △11,215
負債計 － △11,215 － △11,215

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 473,509 － 473,509
負債計 － 473,509 － 473,509

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位:千円)

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位:千円)

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース債務
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
　為替予約取引の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しており、レベル２の時価
に分類しております。
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地域別内訳

合計
日本 欧州 北米

アジア
その他

中国 その他

ヘルメット関連事業

二輪車用ヘルメット 4,659,935 12,271,306 4,418,089 4,473,091 1,518,866 1,006,565 28,347,855

官需用ヘルメット 110,339 － － － － － 110,339

その他 885,594 2,173,375 619,445 39,554 107,426 80,033 3,905,428

顧客との契約から生
じる収益 5,655,869 14,444,681 5,037,534 4,512,645 1,626,293 1,086,598 32,363,623

その他の収益 － － － － － － －

外部顧客への売上高 5,655,869 14,444,681 5,037,534 4,512,645 1,626,293 1,086,598 32,363,623

７. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる状況
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表1.連結計算
書類作成のための基本となる重要な事項(3)会計方針に関する事項⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記
載のとおりであります。
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期首残高 期末残高

前受金 916,147千円 1,186,247千円

(1) １株当たり純資産額 612円88銭
(2) １株当たり当期純利益 120円22銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高等

　契約負債は、顧客から受け取った前受金であり、期末時点において履行義務を充足していない残高であ
ります。前受金は収益の認識に伴い取り崩され、期首残高はその金額が当連結会計年度に収益として認識
されております。
　なお、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に含まれております。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループは、個別の予想契約期間1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残
存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

８. １株当たり情報に関する注記

９.　重要な後発事象に関する注記
（連結子会社間の合併）
　当社は、2025年６月27日開催の取締役会において、2025年７月１日を効力発生日として、当社の連結子
会社であるドイツ子会社SHOEI DISTRIBUTION GMBHを存続会社とし、同じくドイツ子会社SHOEI 
(EUROPA) GMBHを消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という。）に関する契約締結を行うことにつ
いて決議し、2025年11月13日に本合併に関する契約締結を実施しました。

　１．取引の内容
(1) 合併の目的
　両社は同一施設内で実質的に一体運営を行っており、本合併は外部費用の削減、経理業務の効率化、組
織一体化による経営の迅速化を目的とするものです。
(2) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
　存続会社　　SHOEI DISTRIBUTION GMBH　ドイツ及び周辺諸国の販売代理店
　消滅会社　　SHOEI (EUROPA) GMBH　　　 欧州地域の代理店管理及びマーケティング
(3) 企業結合日
　2025年７月１日
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(4) 企業結合の法的形式
　SHOEI DISTRIBUTION GMBHを存続会社とし、SHOEI (EUROPA) GMBHを消滅会社とする吸収合併
(5) 結合後企業の名称
　SHOEI DISTRIBUTION GMBH
(6) その他取引の概要に関する事項
　本合併に関する契約締結は、2025年11月13日に行い、現在登記申請手続きを進めております。ドイ
ツ法に基づく合併契約の締結および登記には一定の手続期間を要することから、会計上の企業結合日と本
合併の契約締結日との間に差が生じております。

　２．実施する会計処理
　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理する予定でおります。

（自己株式の取得）
　当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ
れる同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由

　「資本効率の向上や株主還元の充実を図るため、経営環境の変化に対応して機動的に資本政策を遂行す
る」という基本方針に沿って取得するものです。

　２．自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1)取得する株式の種類
　普通株式
(2)取得する株式の総数
　1,700,000株（上限）
(3)取得価格の総額
　2,500,000,000円（上限）
(4)取得する期間
　2025年11月17日～2026年６月30日
(5)取得の方法
　東京証券取引所における市場買付
　(2)(3)いずれかの上限に達した時点で取得を終了する。
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株主資本等変動計算書

（自　2024年10月 1 日
至　2025年 9 月30日）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,421,929 418,773 ― 418,773 29,500 24,507,369 24,536,869
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,678,078 △3,678,078
当 期 純 利 益 4,944,504 4,944,504
自己株式の処分 3,306 3,306

株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― 3.306 3,306 ― 1,266,426 1,266,426
当 期 末 残 高 1,421,929 418,773 3,306 422,079 29,500 25,773,795 25,803,295

株主資本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

当 期 首 残 高 △2,301,636 24,075,935 1,382 1,382 24,077,318
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,678,078 △3,678,078
当 期 純 利 益 4,944,504 4,944,504
自己株式の処分 68,816 72,123 72,123

株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

△1,382 △1,382 △1,382

当 期 変 動 額 合 計 68,816 1,338,549 △1,382 △1,382 1,337,166
当 期 末 残 高 △2,232,820 25,414,484 ― ― 25,414,484

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2) デリバティブの評価基準 時価法によっております。

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品、原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）により算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く）
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）によっております。

② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 少額減価償却資産 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年間
で均等償却する方法を採用しております。

④ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

法、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負
担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ. 退職給付見込額の 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
期間帰属方法 間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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ロ. 数理計算上の差異及び 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平
過去勤務費用の費用処理 均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌事業年
方法 度から費用処理する方法を採用しております。過去勤務費用について

は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により、発生事業年度から費用処理する方法を採用
しております。退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤
務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の
方法と異なっております。

ハ. 退職給付における簡便法 当社の一部の従業員に対する追加の退職金制度については、退職給付費
の採用 用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を採用しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履
行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する
通常の時点）は以下のとおりであります。
ヘルメット関連事業においては、主に乗車用ヘルメット、ヘルメット関
連製品等の製造及び販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて製
品を引き渡す義務を負っております。国内の販売については、出荷時か
ら当該製品に対する支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
であるため、顧客へ製品を出荷した時点で収益を認識しております。海
外の販売については、貿易条件に基づき製品の船積み時点において当該
製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、船
積み時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、値引き及び
リベート等を控除した金額で測定しております。対価は主に受注時から
履行義務を充足するまでの期間内に前受金として受領、又は、履行義務
充足後1年以内に受領し、重要な金融要素は含まれておりません。

(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段･･･為替予約

ヘッジ対象･･･売掛金、予定取引
③ ヘッジ方針 外貨建資産・負債の保有に係る為替変動リスクの低減のため、「リスク

管理方針」に基づくリスク極度額以内でヘッジ取引を実行しておりま
す。
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当事業年度

退職給付引当金 178,047千円

短期金銭債権 648,390千円
短期金銭債務 44,767千円

金銭債務 47,345千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 12,673,445千円

④ ヘッジ有効性評価の方法 時価との比較分析により、事業年度末にその有効性評価を行っておりま
す。

２．会計上の見積りに関する注記
退職給付引当金

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結計算書類「連結注記表2.会計上の見積りに関する注記2.退職給付に係る負債」に同一の内容を記載し
ているため、注記を省略しております。

３. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）
　前事業年度において営業外収益の「雑収入」に含めていた「設備賃貸料」（前事業年度18,345千円）は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

４. 貸借対照表に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(2) 取締役及び監査役に対する金銭債務

(4) 当座貸越契約
　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

当座貸越極度額 1,500,000千円
借入実行残高 　　　 ー千円

差引額 1,500,000千円
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営業収益 6,121,373千円
営業費用 174,136千円
営業取引以外の取引による取引高 26,631千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,169千株 1千株 35千株 1,136千株

５. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）１．2024年12月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分を行うこ
とについて決議し、2025年１月20日に自己株式20,600株を処分いたしました。

２．2025年７月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分を行うこ
とについて決議し、2025年９月25日に自己株式14,400株を処分いたしました。

３．その他の自己株式数の増加は、従業員に対する譲渡制限付株式報酬の一部失権に伴う自己株式の無
償取得による増加分1,600株であります。
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繰延税金資産
賞与引当金 107,693千円
未払事業税 45,881千円
製品保証引当金 29,090千円
株式報酬費用 65,045千円
退職給付引当金 55,296千円
その他 85,070千円

繰延税金資産小計 388,079千円
評価性引当額 △28,915千円

繰延税金資産合計 359,164千円
繰延税金負債

建物附属設備(資産除去債務) △10,213千円
その他 △748千円

繰延税金負債合計 △10,961千円
繰延税金資産純額 348,202千円

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（表示方法の変更）
　前事業年度において、独立掲記していた繰延税金資産の「長期未払金」は、金額的重要性が乏しくなった
ため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとし、「その他」に含めていた「製品保証引当金」
は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に公布され、2026年
４月１日以後に開始する事業年度から法人税等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延
税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.2％から、2026年10月１日に開始す
る事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.1％となります。
　この税率変更による繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）への影響は軽微でありま
す。
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種 類 会社の名称
議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)役 員 の

兼 任 等 事業上の関係

子会社
SHOEI
DISTRIBUTION
GMBH

100 ― 当社が製造する
製品の販売 製 品 の 販 売 3,335,843 売掛金 148,840

子会社
SHOEI　EUROPE
DISTRIBUTION
SARL

100 ― 当社が製造する
製品の販売 製 品 の 販 売 2,200,354 売掛金 308,739

(1) １株当たり純資産額 483円37銭
(2) １株当たり当期純利益 94円08銭

８. 関連当事者との取引に関する注記

（注）製品の販売価格などについては、市場価格、原価等を勘案して当社見積価格を提示し、その都度交
渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。

９. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表7.収益認識に
関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
   （自己株式の取得)

　連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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